
  苦情・相談対応マニュアル 

１． 苦情とは 

事業所において提供するサービスに利用者様やご家族からの不

満や改善の要求、被害の訴え、契約違反に対する損害賠償の請

求等をいう。 

利用者様へのサービスにあたっては、どんな些細な事柄でも見

落とさず細心の注意を払う必要がある。 

 

２． 苦情の経路と対応処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理者・サービス管理責任者・支援員・利用者・家族・行政関係機関・その他 

苦情の受入れ（来所・電話・手紙・投函・訪問時・サービス提供時・その他） 

①  

苦情の受付・苦情受付担当者が事業所責任者に報告 

②  

苦情の受付・苦情受付担当者及び事業所責任者が事実関係の確認・調査と      

方法について検討する 

③  

事業所の不手際である場合には、迅

速に改善策を立て、必要であれば全

従業員に周知して関係者の皆様にお

詫びをし、改善策を実行する 

(苦情を申し出られたら当日中に先方

に電話して訪問のアポをとる。そし

て訪問先で事実の報告と今後の改

善・対応方法を報告しお詫びをする) 

事業所の不手際でない場合には、関係者

の皆様に誤解である旨を伝えて誤解を生

じた事をお詫びし、今後誤解を生じない

ような改善策を実行する 

苦情の受付・苦情受付担当者が全過程を記録し、今後同じような問題が起こらな

いように適宜確認を行うようにする 

④  

苦情の受付・苦情受付担当者は当日中に報告書を作成しその報告書をもとに 

事業主に報告する 

⑤  



（※必要に応じて会議を開催し事例検討等を行う） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 記録 

苦情の受付から対応方法及びその後の状況までの全過程を 

事業所の規定の様式に記録し、その原因・対処方法・その後

の状況を明確にするとともに常にその確認ができるように 

しておく。 

なお、この記録は少なくとも５年以上の期間保存するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会議】 

① 原因と結果の明確化 

② 責任の所在と内容の明確化 

③ 具体的な対応策の立案 

④ 具体的な再発防止策の立案 

⑤ 今後の対応方法等について事業主への報告をまとめる 

事業所内周知 

① 原因が事業所にあれば 

対応策を実行 

② 再発防止策を実行 

非常勤・パート労働者への周知・連絡 

① 問題点、改善点の再確認 

② 対象労働者の精神的なフォロー 


